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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの設定に基づいて自律的に動作する自律動作装置であって、
　自律的な受信又は送信の許否について定める複数の許諾情報とこれにそれぞれ対応する
複数の許諾シンボルとを記憶する許諾シンボルマスタと、
　表示部に前記許諾情報を表示し、ユーザに適用を許諾する許諾情報を選択させるユーザ
設定入力手段と、
　前記ユーザ設定入力手段により選択された許諾情報に基づいて、適用を許諾する許諾シ
ンボルを決定する許諾シンボル決定手段と、
　前記許諾シンボル決定手段により決定された許諾シンボルに基づいて、自律的な受信が
認められている場合には外部からの情報を受信し、自律的な送信が認められている場合に
は外部に向けて情報を送信する制御手段と、を有し、
　前記許諾シンボルマスタには、許諾シンボル登録手段により前記許諾シンボルを登録す
るとともに、ユーザ向け質問登録手段により、前記ユーザ設定入力手段においてユーザに
対して回答を求める質問の内容を登録し、
　前記許諾シンボル決定手段により決定された前記許諾シンボルの一覧表を前記表示部に
表示する際のレイアウトをルール表示登録手段に登録するとともに、前記ルール表示登録
手段に登録された内容をルール表示マスタに登録し、
　それぞれが所定の意味を有する複数のメッセージシンボルをメッセージシンボル登録手
段によりメッセージシンボルマスタに登録することを特徴とする自律動作装置。
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【請求項２】
　前記許諾シンボル決定手段により決定された許諾シンボルを決定シンボルマスタに登録
し、
　ユーザ情報登録手段によりユーザの個人情報をユーザ情報マスタに登録し、
　前記制御手段は、前記メッセージシンボルを外部に送信する場合には前記メッセージシ
ンボルマスタを参照するとともに、前記個人情報を含めた情報を外部に送信する場合には
前記ユーザ情報マスタを参照し、
　前記制御手段は、前記許諾シンボル決定手段により決定された許諾シンボルにかかわら
ず、所定の緊急情報を外部に向けて送信する必要がある場合には前記緊急情報を外部に向
けて送信する、ことを特徴とする請求項１に記載の自律動作装置。
【請求項３】
　ユーザの設定に基づいて自律的に動作する自律動作装置であって、
　自律的な受信又は送信の許否について定める複数の許諾情報とこれにそれぞれ対応する
複数の許諾シンボルとを記憶する許諾シンボルマスタと、
　表示部に前記許諾情報を表示し、ユーザに適用を許諾する許諾情報を選択させるユーザ
設定入力手段と、
　前記ユーザ設定入力手段により選択された許諾情報に基づいて、適用を許諾する許諾シ
ンボルを決定する許諾シンボル決定手段と、
　前記許諾シンボル決定手段により決定された許諾シンボルに基づいて、自律的な受信が
認められている場合には外部からの情報を受信し、自律的な送信が認められている場合に
は外部に向けて情報を送信する制御手段と、を有し、
　前記許諾シンボルマスタには、許諾シンボル登録手段により前記許諾シンボルを登録す
るとともに、ユーザ向け質問登録手段により、前記ユーザ設定入力手段においてユーザに
対して回答を求める質問の内容を登録し、
　前記許諾シンボル決定手段により決定された前記許諾シンボルの一覧表を前記表示部に
表示する際のレイアウトをルール表示登録手段に登録するとともに、前記ルール表示登録
手段に登録された内容をルール表示マスタに登録し、
　それぞれが所定の意味を有する複数のメッセージシンボルをメッセージシンボル登録手
段によりメッセージシンボルマスタに登録するもの
　を有することを特徴とする端末。
【請求項４】
　前記許諾シンボル決定手段により決定された許諾シンボルを決定シンボルマスタに登録
し、
　ユーザ情報登録手段によりユーザの個人情報をユーザ情報マスタに登録し、
　前記制御手段は、前記メッセージシンボルを外部に送信する場合には前記メッセージシ
ンボルマスタを参照するとともに、前記個人情報を含めた情報を外部に送信する場合には
前記ユーザ情報マスタを参照し、
　前記制御手段は、前記許諾シンボル決定手段により決定された許諾シンボルにかかわら
ず、所定の緊急情報を外部に向けて送信する必要がある場合には前記緊急情報を外部に向
けて送信する、ことを特徴とする請求項３に記載の端末。
【請求項５】
　前記端末には、外部に情報を送信する場合における所定の条件が予め設定されており、
前記制御手段は、前記所定の条件と合致した場合に外部に情報を送信する、ことを特徴と
する請求項４に記載の端末。
【請求項６】
　前記端末は送受信手段又は画像認識装置を有し、前記送受信手段により受信された情報
または前記画像認識装置により認識された情報が、前記所定の条件と合致した場合に外部
に情報を送信する、ことを特徴とする請求項５に記載の端末。
【請求項７】
　前記端末は車両またはリモート端末である、ことを特徴とする請求項３乃至６のいずれ
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か一項に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの設定に基づいて自律的に動作する自律動作装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の端末相互間（例えば、自動車に搭載される車載機器間、その車載機器と個人が所
有している携帯電話との間、又はその車載機器とＥＴＣ等の交通インフラとの間等）にお
いて、ユーザの設定作業等の負担を軽減させるために、一定の条件下、端末が自律的に無
線通信を確立して情報の交換等を自動的に行う場合がある。
【０００３】
　このような情報提供装置および情報提供方法として、例えば特許文献１が既に提案され
ている。
【０００４】
　この特許文献１は、第１の機器と第２の機器とにそれぞれ設けられている無線通信手段
によって無線通信を確立し、情報の交換を自動的に行うことによって、利用者による煩雑
な操作を必要としなくなるというものである。
 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２７８３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、複数の端末相互間において、送受信可能な情報が多岐に渡った場合、ユーザは
自分が欲しい情報と拒絶したい情報、又は自分に関する情報として他人に提示したい情報
と提示を拒絶したい情報とを区別することを希望する場合がある。
　この場合において、例えば自分に関する情報のうち、他人に提示することを拒絶したい
情報について端末が自律的に動作して提示してしまうと、個人情報保護の観点から問題が
生じる場合が考えられる。
【０００７】
　しかし、他人が情報の送受信を希望している旨の情報について、端末が受信する度にそ
の送受信可否についてユーザに確認を求め、ユーザが設定を行うことを強要するような仕
組みでは、手間が非常に煩雑であるため利便性が低くなってしまうといった問題点が考え
られる。
【０００８】
　本発明は、これらの問題点を解決するために創案されたものである。すなわち本発明の
目的は、他人との情報の送受信可否について、ユーザに煩雑な操作を強要することなく合
理的に設定を行うことができる自律動作装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザの設定に基づいて自律的に動作する自律動作装置であって、
　表示部を有する端末を備え、
　前記端末は、
　自律的な受信又は送信の許否について定める複数の許諾情報とこれにそれぞれ対応する
複数の許諾シンボルとを記憶する許諾シンボルマスタと、
　前記表示部に前記許諾情報を表示し、ユーザに適用を許諾する許諾情報を選択させるユ
ーザ設定入力手段と、
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　前記ユーザ設定入力手段により選択された許諾情報に基づいて、適用を許諾する許諾シ
ンボルを決定する許諾シンボル決定手段と、
　前記許諾シンボル決定手段により決定された許諾シンボルに基づいて、自律的な受信が
認められている場合には外部からの情報を受信し、自律的な送信が認められている場合に
は外部に向けて情報を送信する制御手段と、を有することを特徴とする自律動作装置が提
供される。
【００１０】
　また、本発明によれば、前記制御手段は、前記許諾シンボル決定手段により決定された
許諾シンボルにかかわらず、所定の緊急情報が外部から送信された場合には前記緊急情報
を外部から受信し、又は所定の緊急情報を外部に向けて送信する必要がある場合には前記
緊急情報を外部に向けて送信する。
【００１１】
　また、本発明によれば、前記端末と外部との間において送受信が可能であり、それぞれ
が所定の意味を有する複数のメッセージシンボルを記憶するメッセージシンボルマスタを
備え、
　前記制御手段は、前記許諾シンボル決定手段により決定された前記許諾シンボルに基づ
いて、自律的な受信が認められている場合には外部からのメッセージシンボルを受信し、
自律的な送信が認められている場合には外部に向けてメッセージシンボルを送信する。
【００１２】
　また、本発明によれば、前記許諾シンボルは、
　前記端末と外部との間において情報の送受信を全て許諾する全許諾シンボルと、
　外部からの情報の受信を制限し、外部の端末への情報の送信を許諾する送信許諾シンボ
ルと、
　外部への情報の送信を制限し、外部の端末からの情報の受信を許諾する受信許諾シンボ
ルと、を含む許諾シンボルの中から選択可能である。
【００１３】
　また、本発明によれば、前記許諾シンボルは、
　前記端末と外部との間における情報の送受信を全て許諾する全許諾シンボルが常に選択
されるようになっており、
　さらに、前記全許諾シンボルが適用されている場合であっても外部からの情報の受信を
制限する受信制限シンボルと、
　前記全許諾シンボルが適用されている場合であっても外部への情報の送信を制限する送
信制限シンボルと、を含む許諾シンボルの中から選択可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　上記本発明の自律動作装置によれば、ユーザ設定入力手段により選択された許諾情報に
基づいて、適用を許諾する許諾シンボルを決定し、決定された許諾シンボルに基づいて、
自律的な受信が認められている場合には外部からの情報を受信し、自律的な送信が認めら
れている場合には外部に向けて情報を送信するので、ユーザが事前に入力した設定の内容
に基づいて、端末は自律的に動作することが可能になる。
　従って、他人との情報の送受信可否について、ユーザに煩雑な操作を強要することなく
合理的に設定を行うことができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の自律動作装置の構成図である。
【図２】本発明の自律動作装置における許諾シンボルの具体例を示す図である。
【図３】本発明の自律動作装置の管理者側の作業に関する部分の概略図である。
【図４】本発明の自律動作装置の管理者側の作業に関する部分のフローチャートである。
【図５】本発明の自律動作装置のユーザ側の作業に関する部分の概略図である。
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【図６】本発明の自律動作装置のユーザ側の作業に関する部分のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。なお、各図におい
て共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
【００１７】
　図１は、本発明の自律動作装置の構成図である。
　本発明の自律動作装置３０は、ユーザの設定に基づいて端末を自律行動させるものであ
る。
　この自律動作装置３０は、この例において、許諾シンボルマスタ１と、ユーザ設定入力
手段２１と、許諾シンボル決定手段２２と、制御手段２３と、緊急時制御手段２４と、端
末（車両）３１とを有する。また、この自律動作装置３０は、送受信装置３２と、表示部
３３とを有している。
　なお、この例における自律動作装置３０は、車両３１に搭載（インストール）されたも
の（以下、車載型）について説明するが、これ以外にも携帯電話等のリモート端末に搭載
（インストール）されたものであってもよく、また、これらのリモート端末は、車両３１
に取り付けることによって車載型の自律動作装置３０として機能するものであってよい。
この場合、表示部３３は、リモート端末に設けられているものを用いるものであってよい
。すなわち、表示部３３は、車両３１から取外し可能なものであってよい。さらに、ガソ
リンスタンドのような店舗の一角に固定される形で設置されるものであってもよい。
【００１８】
　本発明の自律動作装置３０は、後述する制御手段２３によって許可されている場合には
、外部の端末（車載型や個人が所有する携帯電話）と自律的に情報の送受信（無線通信）
を行うものである。
　具体的には、例えば、ユーザが車両３１を運転している場合において、昼間の時間帯に
対向車がヘッドライドを点滅させたまま走行している場合には、「ヘッドライトが点滅し
ています」という旨の情報を対向車に自律的に送信する。これに対し、この対向車がこの
情報を受信できるものである場合には、対向車に設けられた表示部（例えば、スピードメ
ータの横のスペース）にこの旨を表示することで、運転者に知らせることが可能になると
いうものである。
　また、例えば、自律動作装置３０が、対向車から「ヘッドライトが点滅しています」と
いう旨の情報を受信した場合には、表示部３３にこの旨を表示することで、ユーザが知る
ことが可能になる。この場合においては、さらに、車両３１から対向車に対して「ありが
とう」という旨の情報を自律的に送信するものであってもよい。
　なお、例えば、対向車のヘッドライトが点灯しているか否かを車両３１が判断するため
の認識装置（図示しない）を車両３１に搭載した構成であってもよい。
　この例における自律動作装置３０の具体的な動作については後述する。
【００１９】
　また、例えば、ガソリンスタンド等に本発明における自律動作装置３０が設置されてい
る場合には、走行中の車両に向けて、自店舗の位置情報や混雑具合についての情報を送信
することが可能になる。
　この例における自律動作装置３０の具体的な動作については後述する。
【００２０】
　なお、この情報の送受信が可能になるのは、情報の送受信を行う相手が、本発明におけ
る自律動作装置３０を有している場合やリモート端末等に自律動作装置３０と送受信をす
るためのアプリケーションをインストール等していることによって、ユーザの端末３１と
情報の送受信が可能であり、かつ、その送受信した情報の意味を共有することができる状
況にある場合に限られる。
【００２１】
　以下、本発明の構成について説明する。
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【００２２】
　許諾シンボルマスタ１は、複数の許諾情報及び許諾シンボルを記憶するものである。こ
の許諾情報とは、自律的な受信又は送信の許否について定めるものであり、許諾シンボル
は、許諾情報にそれぞれ対応して準備されたものである。
【００２３】
　この許諾シンボルは、例えば、端末３１と外部の端末との間における情報の送受信を全
て許諾する全許諾シンボルと、外部の端末からの情報の受信を制限し、外部の端末への情
報の送信を許諾する送信許諾シンボルと、外部の端末への情報の送信を制限し、外部の端
末からの情報の受信を許諾する受信許諾シンボルと、を含むものからなるものであってよ
い。なお、この場合における許諾シンボルは、後述する許諾シンボル決定手段２２によっ
て、１つ又は２つ以上の許諾シンボルを選択して組み合わせる方式（オプトイン方式）を
採用している。この方式によって、ユーザの目的に応じて送受信を許諾する情報を個別に
設定することが可能になる。
　また、この許諾シンボルは、例えば、端末３１と外部の端末との間における情報の送受
信を全て許諾する全許諾シンボルと、全許諾シンボルが適用されている場合であっても、
外部の端末からの情報の受信を制限する受信制限シンボルと、全許諾シンボルが適用され
ている場合であっても、外部の端末への情報の送信を制限する送信制限シンボルと、を含
むものからなるものであってよい。つまり、この場合においては、全許諾シンボルは常に
適用されるものであり、必要に応じて制限を行いたい動作（受信又は送信等）についての
制限シンボルを選択する方式（オプトアウト方式）を採用しているものになる。
　なお、この許諾シンボルは、この例においては、設定後において、ユーザが確認できる
位置（例えば、スピードメータの横のスペース等、運転中であっても安全に確認すること
ができる場所）に設けられた表示部３３に表示することが可能なものを想定している。
【００２４】
　この許諾シンボルは、具体的には、図２に示すようなものを用いるものであってよい。
　図２（Ａ）は、上述する「全許諾シンボル」を示すものであり、この許諾シンボルだけ
が適用されているときは、例えば「設定した個人情報」を含めて外部に送信可能であり、
かつ、「営利目的の情報」を含めて外部から受信可能であるというものである。
　なお、ここでいう「設定した個人情報」とは、ユーザが設定した個人情報であり、例え
ば氏名、性別、年齢、職業、趣味等の情報であって、本人の同意なしに流通させることが
できないものをいう。
　そのため、後述するように、この許諾シンボルのみを適用する場合には、「個人情報」
に関連する情報が、自律的に外部に送信される可能性があることについてユーザに確認を
する必要がある。この「個人情報」に関連する情報が、自律的に外部に送信される場合と
は、具体的には、例えばユーザがインターネット上で公開を認めた写真や来訪した店舗に
ついてのコメント等の情報を端末３１が有している場合ついて、ユーザが予め認めた相手
に対して送信する場合や、これらの情報を外部のサーバにアップロードして、これをユー
ザが予め認めた相手（又は相手が有する端末）が、サーバにアクセスしにいく（サーバに
アップロードされた情報を共有する）といった場合が該当する。
　さらに、この「個人情報」は、車両の速度や燃料の残量、車両の位置情報等、及びこれ
らの情報に基づいて算出されるブレーキの回数、車両の燃費等の車両に関する情報であっ
ても、ユーザの氏名等のユーザを識別できるものと結びついた場合には「個人情報」とみ
なされる。そのため、端末３１は、例えば、車両の速度等の車両に関する情報であっても
、ユーザの氏名等と結びついた形で送信が可能である場合には、自律的に外部に送信され
る可能性があることについてユーザに確認をする必要がある。
　なお、この「個人情報」について、一部のみ外部に送信されることを認めたい場合には
、例えば、後述するユーザ情報マスタ５において、「送信が許諾されていれば開示を認め
る情報」と「送信が許諾されていても開示を認めない情報」とを区別して登録することが
可能であってもよい。
　また、ここでいう「営利目的の情報」とは、上述したように、ガソリンスタンド等から
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送信された営利目的の情報をいう。なお、この「営利目的の情報」については、端末３１
はガソリンスタンド等に設置された端末から受信のみ行うもの（送信はしないもの）を想
定している。
　なお、「全許諾シンボル」だけが適用されているときは、複数の端末（車両）を協調さ
せることによって、ある車両が別の車両を追跡する形で自律的に走行させることや、複数
の車両間において適切な車間距離を保ちながら走行すること等が可能になる。
【００２５】
　図２（Ｂ）は、上述する「送信制限シンボル」を示すものであり、図２（Ｃ）は、上述
する「受信制限シンボル」を示すものである。この例においてこれらの許諾シンボルが適
用されているときは、全ての送信又は全ての受信を制限するものを想定しているが、例え
ば「営利目的の情報」に限って受信制限とするシンボルや「設定した個人情報」に限って
送信制限とするシンボルと併用するものであってもよい。
　図２（Ｄ）は、この例において、この許諾シンボルが適用されているときは、全ての送
受信を含めた車両３１の自律的に動作を制限する旨を示すシンボルである。そのため、こ
の許諾シンボルが適用されているときは、外部の端末と協調して行動することも認められ
ないため、例えば、他人の車両がユーザの車両３１を追跡することや、ユーザの車両３１
が他人の車両３１を追跡するといったことも認められないということになる。
　なお、適用されている許諾シンボルに関わらず、外部の端末から情報を受信する毎に、
その受信可否についてユーザに確認をするものであってもよい。
【００２６】
　また、図２（Ｅ）は、「緊急」を示す許諾シンボルである。この許諾シンボルは、所定
の緊急情報を受信した場合においては上述した図２（Ａ）～図２（Ｄ）による適用する許
諾シンボルにかかわらず、所定の緊急情報が外部から送信された場合には緊急情報を外部
から受信し、又は所定の緊急情報を外部に向けて送信する必要がある場合には緊急情報を
外部に向けて送信するというものである。また、所定の緊急情報を受信した場合には、車
両を安全な場所に停車させる等、端末３１を自律的に動作させるものであってよい。
【００２７】
　ここで、所定の緊急情報とは、例えば、子供が飛び出している場合や塀の影に隠れて移
動している場合に、これを検知した近くの端末（子供が所有する携帯電話を含む）がその
旨を送信した場合や、緊急地震速報が送信された場合等であり、人の生命に関わるような
重要な情報であって、その情報を即座にユーザに認識させ、又はその情報に基づいて端末
を動作させる必要があるようなもののことである。
【００２８】
　また、この所定の緊急情報には、例えば、心臓に疾患を抱えるユーザの心拍数や体温に
ついて、心拍数計測装置（図示しない）又は体温計測装置（図示しない）を車両３１に搭
載することで常に計測し、これによって取得した情報が予め設定された心拍数又は体温の
閾値を超えていることを検知した場合も該当する。この場合は、例えば、その旨を予め登
録された連絡先（家族や病院等）及び近傍にある外部の端末に対してその旨を送信するも
のであってよい。なお、上記の例における心拍数計測装置及び体温計測装置は、その一部
をユーザの体に密着させることによって、ユーザの心拍数や体温を計測するものを想定し
ている。
　また、車両３１が他の車両等の衝突した場合において、エアバッグが作動した場合には
、例えばこれを契機として、救急センター等に対して車両３１の状況を送信するものであ
ってよい。
【００２９】
　なお、個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、公衆衛生の向上又は児童の健全
な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である
とき等は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供できる」旨を定
めている。そのため、所定の緊急情報を受信した場合等においては、上述した「個人情報
」が自律的に外部に送信されることについてユーザに確認をしていない場合であっても、
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外部に送信することが認められる場合がある。
【００３０】
　また、図２の例は例示であり、別のシンボルを用いるものであっても、上述したシンボ
ルを異なる意味を有するものとして適用させるものであってもよい。さらに、上記の例は
いわゆる「オプトアウト」の場合における許諾シンボルについて説明したが、いわゆる「
オプトイン」の考え方に基づく許諾シンボルを適用するものであってもよい。
【００３１】
　ユーザ設定入力手段２１は、表示部３３に許諾情報を表示し、ユーザに適用を許諾する
許諾情報を選択させるものである。具体的には、例えば車両３１の運転前において、後述
するユーザ向け質問登録手段１２によって許諾シンボルマスタ１に格納された許諾情報に
基づいた質問についてユーザに回答させ、これをユーザ設定入力手段２１によって取得す
るものを想定している。
【００３２】
　この許諾シンボルマスタ１に格納された質問としては、例えば以下のようなものを想定
している。
　（１）「あなたは、レストランやガソリンスタンドなどからの紹介を受けてもかまいま
せんか。」
　（２）「あなたは、あなたがインターネット上で公開を認めた写真や来訪した店舗につ
いてのコメント等について、あなたが予め認めた相手と共有してもかまいませんか。」
　これらの質問に対して、（１）の回答のみが「Ｎｏ」であった場合は、いわゆる「オプ
トアウト」の考え方によれば、例えば、全ての送受信を許可する図２（Ａ）の許諾シンボ
ル及び全ての受信を制限する図２（Ｃ）の許諾シンボルが適用され、また、（２）の回答
のみが「Ｎｏ」であった場合は、全ての送受信を許可する図２（Ａ）の許諾シンボル及び
全ての送信を制限する図２（Ｂ）の許諾シンボルが適用されるものであってよい。
　さらに、（１）（２）の回答が「Ｙｅｓ」であった場合は、例えば、全ての送受信を許
可する図２（Ａ）のみのシンボルが適用され、（１）（２）の回答が「Ｎｏ」であった場
合には、全ての送受信を許可する図２（Ａ）の許諾シンボル、全ての送信を制限する図２
（Ｂ）の許諾シンボル及び全ての受信を制限する図２（Ｃ）の許諾シンボルが適用される
ものであってよい。
【００３３】
　なお、この入力作業は、一度入力したものを保存することによって次回以降の入力作業
を省略できるものであってよく、また、入力後にその内容を変更することができるもので
あってよい。さらに、車両３１の運転前等、車両３１が停止している場合に限り入力（変
更）することが認められるものにしてもよい。
【００３４】
　このユーザ設定入力手段２１は、この例においては、車両３１が停止している場合にお
いて表示部３３に表示された画面を通じて入力するものを想定しているが、例えば、端末
３１が音声認識装置（図示しない）を搭載している場合には、運転中に音声によって設定
変更することができるものであってもよい。具体的には、「営利目的の情報」を含めて外
部から受信を制限している場合であっても、ユーザが「駐車場を探したい」と発声するこ
とで、この内容を含めた許諾シンボルに変更するといったものである。この場合、この変
更は、１回に限り適用させるものであってもよく、又はこの設定変更を恒久的に適用させ
るものであってもよい。
　なお、外部のリモート端末からユーザ設定入力手段２１にアクセスすることによって、
外部（例えば、ユーザが所有する携帯電話等）から上記入力を行うことができる構成であ
ってもよい。
【００３５】
　また、情報を送受信することが可能な種別についてのサービスマスタ（図示しない）を
設けておき、上述したユーザの設定入力時にこれを同時に設定することによって、一部の
情報（後述する複数のメッセージシンボルのうち一部のメッセージシンボル）は受信し、
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その他の情報（その他のメッセージシンボル）は受信しないとすることができる構成であ
ってもよい。
　具体的には、サービスマスタが「駐車場の情報」「ガソリンスタンドの情報」「飲食店
の情報」からなる場合には、このサービスマスタにおいて「ガソリンスタンドの情報」の
みを許諾にし、かつ、上述の「あなたは、レストランやガソリンスタンドなどからの紹介
を受けてもかまいませんか」という質問に対して「Ｙｅｓ」とすることで、「ガソリンス
タンドの情報」のみを受信することも可能である。このサービスマスタの設定は、ユーザ
設定入力手段２１における質問の中に組込まれているものであってよい。
【００３６】
　許諾シンボル決定手段２２は、ユーザ設定入力手段２１により選択された許諾情報に基
づいて、適用を許諾する許諾シンボルを決定するものである。
　この許諾シンボル決定手段２２は、ユーザ設定入力手段２１における質問とそれぞれ対
応させておくことによって、入力された回答内容によって選択する許諾シンボルを自動的
に決定するものであってもよい。
【００３７】
　制御手段２３は、許諾シンボル決定手段２２により決定された許諾シンボルに基づいて
、自律的な受信が認められている場合には外部からの情報を受信し、自律的な送信が認め
られている場合には外部に向けて情報を送信するものである。
【００３８】
　ここで、端末３１と外部との間で送受信を行う情報について、情報の属性ごとに割り振
られたフラグを持たせておくものであってよい。これによって、例えば、受信した情報が
「営利目的の情報」と「営利目的でない情報」とのいずれかであるか、制御手段２３にお
いて判断することが可能になる。そのため、例えば、許諾シンボルが「営利目的の情報を
除いて受信可能」であった場合に、「営利目的の情報」のみを判別して受信を制限するこ
とが可能になる。
【００３９】
　また、情報の送信について、端末３１に予め設定された所定の条件に合致した場合に、
外部に向けて情報の送信をするものを想定している。
【００４０】
　ここで情報を送信する場合における所定の条件とは、制御手段２３が送信をするための
条件として、端末３１に予め記憶されたものであり、制御手段２３は、この所定の条件と
合致した場合に送信を行うようになっている。例えば、後述する送受信手段２７によって
受信された情報や後述する認識手段によって認識された情報が、後述する動作マスタに記
憶されている条件（以下、送信条件）と合致した場合に、送受信手段２７が情報の送信を
行うための条件が満たされたものとして制御手段２３による情報の送信がなされるという
ものである。
【００４１】
　また、この制御手段２３は、緊急時制御手段２４を有しているものを想定しており、例
えば、上述したように赤信号にもかかわらず子供が飛び出している場合や緊急地震速報が
送信された場合等の緊急時においては、許諾シンボルの内容にかかわらず、強制的に、か
つ自律的に動作をするようになっている。
【００４２】
　本発明においては、上記構成を有することによって、ユーザが事前に入力した設定の内
容に基づいて許諾シンボルを決定し、端末３１はこれに基づいて自律的に動作することが
可能になる。
　従って、他人との情報の送受信可否について、ユーザに煩雑な操作を強要することなく
合理的に設定を行うことができる。具体的には、情報の送受信を行うごとにその送受信可
否についてユーザに確認を求め、ユーザが設定を行うことを強要するといったことがなく
なる。また、細かいサービスごとにユーザの確認を得るための長い許諾書等を用いる必要
がなくなる。
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　また、人の生命に関わるような重要な情報については、決定した許諾シンボルに関わら
ず、自律的な動作を強制的に行うことができる。
【００４３】
　なお、この例においては、ユーザ設定入力手段２１及び許諾シンボル決定手段２２は、
各端末３１に搭載されている場合について説明したが、遠隔操作が可能である場所（例え
ば、集中管理センター等、以下センター）にのみ設置して、各端末３１がここにアクセス
するような構造であってもよい。
【００４４】
　図３は、本発明の自律動作装置の管理者側の作業に関する部分の概略図である。
　この図において、２はルール表示マスタ、３はメッセージシンボルマスタ、１１は許諾
シンボル登録手段、１２はユーザ向け質問登録手段、１３はルール表示登録手段、１４は
メッセージシンボル登録手段である。
【００４５】
　許諾シンボル登録手段１１は、許諾シンボルを許諾シンボルマスタ１に登録（記憶）さ
せるものである。この例においては、この登録作業は、自律動作装置３０の管理者が出荷
前又はリモートによって登録するものを想定しているが、ユーザが自ら登録することがで
きる構成であってもよい。また、同じ意味を有する許諾シンボルを複数登録しておき、ユ
ーザに使用したい許諾シンボルを選択させるものであってもよい。
【００４６】
　ユーザ向け質問登録手段１２は、ユーザ設定入力手段２１においてユーザに対して回答
を求める質問の内容を許諾シンボルマスタ１に登録（記憶）させるものである。この例に
おいては、この質問の内容を許諾シンボルマスタ１に登録させているが、別のマスタを設
けてそこに登録するものであってもよい。また、この例においては、この登録作業は、自
律動作装置３０の管理者が出荷前又はリモートによって登録するものを想定している。
　また、ここで上述したサービスマスタ（図示しない）によって選択することが可能なサ
ービスの選択（例えば、サービスマスタが「駐車場の情報」「ガソリンスタンドの情報」
「飲食店の情報」からなる場合には、「ガソリンスタンドの情報」のみの選択）を行うも
のであってよい。
【００４７】
　ルール表示登録手段１３は、ユーザが決定した許諾シンボルの一覧表を表示する際のレ
イアウト等を登録するものである。ここで登録された内容はルール表示マスタ２に登録（
記憶）される。
【００４８】
　メッセージシンボル登録手段１４は、この例においては、管理者がメッセージシンボル
マスタ３にメッセージシンボルを登録するものである。
　ここでメッセージシンボルとは、端末３１と外部の端末との間における送受信が可能で
あり、それぞれが所定の意味を有するものである。例えば、外部からこれを受信した際に
は、表示部３３に表示するものであってよい。また、この場合、制御手段２３は、許諾シ
ンボル決定手段２２により決定された許諾シンボルに基づいて、自律的な受信が認められ
ている場合には外部からの情報を受信し、自律的な送信が認められている場合には外部に
向けて情報を送信するものを想定している。
【００４９】
　このメッセージシンボルにおける所定の意味とは、ユーザ相互間で共通認識されている
ものであって、例えば「子供のマーク」からなるメッセージシンボルであれば、「車両３
１の近傍に子供がいる」ということを示すものであるといったものである。この場合、子
供が有している携帯電話から近傍（例えば、子供の位置を中心に半径２０ｍ等）の全ての
車両３１に向けて、このメッセージシンボルを常時送信させておき、車両３１に搭載され
た自律動作装置３０がこれを受信し、これを表示部３３に表示させてユーザに認識させる
ことが可能になる。特に、車両３１が見通しの悪い狭い路地を走行している場合等に有効
になる。
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【００５０】
　また、例えば「自転車のマーク」からなるメッセージシンボルであれば、これを受信し
た端末３１のユーザに「車両３１の近傍に走行中の自転車がいる」ということを認識させ
、「ご老人のマーク」からなるメッセージシンボルであれば、ユーザに「車両３１の近傍
にご老人がいる」ということを認識させることが可能になる。これによって、このメッセ
ージシンボルを見たユーザ（車両３１の運転手）に注意を促すことが可能になる。
【００５１】
　また、上述したような対向車のヘッドライトが点いている場合においては、例えば、端
末３１に搭載された画像認識装置（図示しない）によって、対向車のヘッドライトが点灯
していることを認識し、かつ、動作マスタに「認識装置が対向車のヘッドライトが点灯し
ていることを認識したときに送信を認める」旨の条件が送信条件として記憶されていた場
合に、この送信条件が満たされたとして「ヘッドライトが点灯している」旨のメッセージ
シンボルを対向車に送信することが可能になる。なお、この例においては、上記送信条件
を満たした場合に、制御手段２３によって送受信手段２７を制御するものを想定している
。
　また、上述した画像認識装置は、例えばカメラを想定している。さらに、この画像認識
装置による対向車のヘッドライトが点灯しているか否かの判断は、例えば、路上を走行す
る可能性のある車両を正面から見た場合の画像（対向車を車両３１から見た場合の画像で
あってヘッドライトの位置も認識可能なもの）を予め取得しておき、これとマッチングを
行うことで判断するものであってよい。また、対向車が４輪車である場合には、路面より
高い位置において路面と並列に並んだ２つの光源があることを認識した際に、これをヘッ
ドライトが点灯しているものと判断するものであってもよい。
【００５２】
　また、ユーザによる情報の入力時において、「あなたは、あなたがインターネット上で
公開を認めた写真や来訪した店舗についてのコメント等について、あなたが予め認めた相
手と共有してもかまいませんか」という質問に「Ｙｅｓ」と返答していた場合には、公開
している情報の更新や設定した時間が到来し、かつ、動作マスタに「公開している情報に
更新や設定した時間が到来したときに送信を認める」旨の条件が送信条件として記憶され
ていた場合には、更新された情報等を送信（共有）することが可能になる。
【００５３】
　また、営利目的の情報の受信を許諾している場合において、上述したようなガソリンス
タンド等から情報を受信した場合、これを契機として「ガソリンスタンドのマーク」から
なるメッセージシンボルを表示部３３に表示させてユーザに認識させる。
　なお、ユーザが駐車場を探している場合には、例えば、端末に搭載された音声認識装置
によってユーザが駐車場を探している旨について発声していることを検知し、かつ、動作
マスタに、例えば「ユーザが駐車場を探している旨を発声したことを検知したときに、近
傍の駐車場（例えば、半径１００ｍ以内にある駐車場）に向けて１回に限り送信を認める
」旨の条件が送信条件として記憶されていた場合に、この送信条件が満たされたとしてメ
ッセージシンボルを近傍の駐車場に送信するものであってよい。
【００５４】
　これらのメッセージシンボルは、この例においては、車両３１の表示部３３に表示させ
ることでその情報をユーザに認識させることを想定しているが、例えば、その表示された
メッセージシンボルをタッチすることによって、子供の位置等の詳細な情報やガソリンス
タンドの場所の詳細等を確認できる構成であってもよい。また、安全面の観点からそのタ
ッチボタンをハンドルに設ける構成であってもよく、車両３１の走行中は確認できない構
成であってもよい。
　また、この例においては、これらの情報の受信を行わない設定の許諾シンボルを適用し
ている場合であっても、緊急性が高い場合には上述した緊急時制御手段２４によって強制
的に情報を受信するものを想定している。
【００５５】
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　このメッセージシンボルについては、全てのユーザが瞬時にそのメッセージシンボルが
示す内容を理解できるようなデザインを有している必要がある。そのため、このメッセー
ジシンボルは、できるだけ汎用的でシンプルなものを採用することが望ましい。また、情
報の共有性を高めるために、このメッセージシンボルは管理者が登録したもののみを使用
することが望ましい。
【００５６】
　なお、許諾シンボルマスタ１、ルール表示マスタ２、又はメッセージシンボルマスタ３
を自律動作装置３０内には設けず、センターにのみ設けることで一元管理し、各自律動作
装置３０は、必要に応じてここにアクセスする構成であってもよい。この構成であれば、
許諾シンボルマスタ１及びルール表示マスタ２内の情報の更新を容易に行うことができる
というメリットがある。
【００５７】
　また、上述したサービスマスタにおいて、情報を送受信することが可能な種別（例えば
、「駐車場の情報」等）とこれに対応するメッセージシンボルを一元的に記憶する構成で
あってもよい。これによって、例えば、ユーザによる設定入力時において、画面に表示さ
れたメッセージシンボルをタッチするだけで送受信を許諾する種別を決定することが可能
になる。さらに、表示部３３にあるメッセージシンボルが表示された場合に、これをタッ
チ等することで、サービスマスタに記憶された送受信の許諾について変更することも可能
になる。
【００５８】
　図４は、本発明の自律動作装置の管理者側の作業に関する部分のフローチャートである
。
　自律動作装置３０の管理者によって、許諾シンボルマスタ１に許諾シンボル及びユーザ
向け質問を登録される（Ｓ１１、Ｓ１２）。許諾シンボルについては、送信を行うもので
はなく、車両３１のユーザに対してのみ表示されるものである場合には、車両３１のユー
ザによって登録される場合があってもよい。
　また、必要がある場合には、システム管理者によってメッセージシンボルが登録（Ｓ１
３）され、ルール表示マスタ２にルール表示を登録（Ｓ１４）される。メッセージシンボ
ルについては、ユーザ相互において情報の共有性を有することが必要であるため、システ
ム管理者によってのみデザインを決定し、登録するものであることが好ましい。
　なお、この登録作業は、出荷前に登録するものであっても、出荷後必要に応じてリモー
トで登録するものであってもよい。また、上述した通り、許諾シンボルマスタ１及びルー
ル表示マスタ２をセンターに設けて一元管理する方法であってもよい。
【００５９】
　図５は、本発明の自律動作装置のユーザ側の作業に関する部分の概略図である。
　この図において、４は決定シンボルマスタ、５はユーザ情報マスタ、２５はユーザ情報
登録手段、２６は表示手段、２７は送受信手段である。
【００６０】
　決定シンボルマスタ４は、許諾シンボル決定手段２２によって決定した許諾シンボルを
登録するものである。この例においては、決定シンボルマスタ４は、自律動作装置３０内
に設けるものを想定しているが、例えばこれを同じものをバックアップとしてセンターに
も設け、内容を常に同期する構成であってもよい。この構成によって、この決定シンボル
マスタ４は制御手段２３によるアクセル数が多いものであるため、自律動作装置３０内の
決定シンボルマスタ４が障害等によってアクセスできない状態になっても、センターにア
クセスすることによって同じ情報を入手することができるようになるというメリットがあ
る。
【００６１】
　制御手段２３は、メッセージシンボルを外部に送信する場合には、メッセージシンボル
マスタ３を参照し、上述した「個人情報」を含めた情報を外部に送信する場合には、後述
するユーザ情報マスタ５を参照する構成であってよい。
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【００６２】
　ユーザ情報マスタ５は、例えば性別、年齢、職業、趣味等の「個人情報」についての情
報を記憶するものであり、ユーザ情報登録手段２５は、これらの情報をユーザ情報マスタ
５に登録を行うものである。この情報の送信を許可する許諾シンボルを適用した場合には
、例えば、ユーザ個々にあった情報のみを受信することが可能になるというメリットがあ
る。
　一方で、「個人情報」の送信を拒絶することを希望する場合には、上述した通り「個人
情報」の送信を認めない許諾シンボルを適用することで、これらの情報が外部に送信され
ることを防止することも可能である。
　なお、この個人情報は、その送信先がその個人情報について秘密を守る契約がある場合
に限り送信を認めるものである必要がある。
　また、このユーザ情報マスタ５は、ユーザ情報登録手段２５によって登録された「個人
情報」について、例えば、「送信が許諾されていれば開示を認める情報」と「送信が許諾
されていても開示を認めない情報」とを区別して登録することが可能であってもよい。具
体的には、ブレーキを踏んだ回数、アクセルを踏んだ回数、現在の位置情報については「
送信が許諾されていれば開示を認める情報」として登録し、現在までの走行経路について
は「送信が許諾されていても開示を認めない情報」として登録するものであってもよい。
　さらに、この情報マスタ５は、「端末の制御に関わる情報」と「端末の制御に関わらな
い情報」とを区別して登録することが可能であってよい。具体的には、車両の燃費や距離
メータの数値は、上述する制御手段２３による端末３１（車両３１）の制御を行う際に、
用いる情報ではないため、予め「端末の制御に関わらない情報」として登録しておくもの
であってもよい。これによって端末３１（特に制御手段２３）による情報処理能力を向上
させることが可能になる場合がある。なお、この「端末の制御に関わる情報」と「端末の
制御に関わらない情報」との登録は、自律動作装置３０の管理者によってのみ登録を認め
るものとしてもよい。
【００６３】
　表示手段２６は、許諾シンボル決定手段２２によって決定した許諾シンボルを表示部３
３に表示するものである。また、決定した許諾シンボルによって認められている場合には
、外部から受信したメッセージシンボルも表示する。
　なお、表示部３３には、許諾シンボル及びメッセージシンボルのみが表示しておき、こ
れらをタッチ等することによって、そのシンボルの意味や詳細情報等が表示される構成で
あってよい。
【００６４】
　送受信手段２７は、許諾シンボル決定手段２２によって決定した許諾シンボルに基づき
、端末３１が自律的に送受信できる範囲内にある場合には、端末３１と外部の端末との間
においてメッセージシンボルを受信し、又は送信するものである。
　この例においては、車両３１に取り付けられた送受信手段２７によってこの送受信を行
うものを想定している。
　この送受信手段２７は、上述する認識装置（図示しない）の機能を果たせるものである
ときには、同一のものであってよい。
【００６５】
　なお、メッセージシンボルの送信が許諾されている場合において、端末３１からメッセ
ージシンボルを送信する際には、送受信手段２７等が情報を受信し、かつ、かつ受信した
情報が上述した送信条件と合致した場合に、これを契機として送信を行うものを想定して
いる。
　具体的には、上述したヘッドライドの例においては、認識装置が対向車のヘッドライト
が点灯していることを認識し、かつ、動作マスタに「認識装置が対向車のヘッドライトが
点灯していることを認識したときに送信を認める」旨の条件が記憶されていた場合に、こ
れを契機に送信を行うというものを想定している。
　また、「あなたは、あなたがインターネット上で公開を認めた写真や来訪した店舗につ
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いてのコメント等について、あなたが予め認めた相手と共有してもかまいませんか」とい
う質問に「Ｙｅｓ」と返答していた場合には、公開している情報に更新や設定した時間が
到来し、かつ、動作マスタに「公開している情報に更新や設定した時間が到来したときに
送信を認める」旨の条件が記憶されているものであるときは、これを契機として送信（共
有）するものを想定している。
【００６６】
　また、制御手段２３は、端末３１を動作させる場合において、それぞれ動作ごとにメッ
セージシンボルを送信する回数やタイミングについて記憶された動作マスタ（図示しない
）を有している。
　具体的に、この動作マスタには、上述したヘッドライトの例においては、「対向車のヘ
ッドライドが点灯していることを認識装置が検知した後すぐに１回に限り送信」という情
報が記憶され、または、上述したガソリンスタンドに設置された端末の例においては、「
半径１００ｍ以内に存在する端末全てに３０分ごとに送信。ただし、直近１時間以内に１
回でも送信した端末については送信しない」という情報が記憶されているものを想定して
いる。
　なお、この動作マスタは、制御手段２３とは別個に設けられたマスタであってもよく、
その内容は自律動作装置３０の管理者によって更新されるものを想定している。また、こ
の動作マスタと上述のサービスマスタとを統合して一つのマスタとして取り扱うものであ
ってもよい。
【００６７】
　また、動作マスタは、「通信を切断するタイミング」についての情報を記憶できるもの
であってもよい。
　具体的には、対向車から「ヘッドライトが点滅しています」という情報を受信した場合
の動作として、動作マスタに「ありがとうというメッセージシンボルを送信」という情報
及び「その後通信を切断する」という情報を記憶させておくものであってよい。なお、例
えば、このメッセージシンボルのやりとりを１回に限り認めていた場合においては、この
通信を切断した時に、決定シンボルマスタ４に記憶された許諾シンボルからこの許諾シン
ボルを削除することが可能な構成であってよい。
【００６８】
　図６は、本発明の自律動作装置のユーザ側の作業に関する部分のフローチャートである
。
　ユーザは、この例においては、許諾シンボルマスタ１に格納されているユーザ向け質問
に従いながら許諾シンボルを決定するための情報を入力し（Ｓ２１）、これに基づいて許
諾シンボル決定手段２２において適用する許諾シンボルが決定される（Ｓ２２）。
　そして、決定した許諾シンボルを表示部３３に表示することによって（Ｓ２３）、ユー
ザが決定された許諾シンボルを認識できるようにし、さらに、決定された許諾シンボルに
よって、端末３１が自律的に送受信できる範囲内にある場合には、外部の端末から送信さ
れたメッセージシンボルを受信して（Ｓ２４）、表示部３３に表示し、さらに上述の送信
条件に合致するときは、メッセージシンボルを外部に送信する（Ｓ２５）。
【００６９】
　なお、上記の内容においては、主にメッセージシンボルの送受信を行う場合について説
明を行ったが、本発明は、メッセージシンボルのようにユーザに認識させるためのもので
はなく、端末３１（車両３１）のみが認識できる情報の送受信を行うものに用いるもので
あってもよい。
　具体的には、例えば複数の車両が同一の目的地まで協調して移動する場合（以下、協調
走行）において、先頭を走行する車両（以下、先行車両）から、これに追従する車両（以
下、追従車両）に対して通過経路や速度等の情報を送信し、これを追従車両の運転者が確
認して運転させることも可能である。また、安全性を確保できれば、追従車両を自律的に
走行させることも可能である。なお、この場合、追従車両が先行車両から協調走行に関す
る情報を受信した場合、動作マスタに「先行車両から協調走行に関する情報を受信したと



(15) JP 5785579 B2 2015.9.30

10

20

30

40

きに送信を認める」旨の条件が送信条件として記憶されていることを条件として、協調走
行を開始するものであってもよい。
　また、例えば、追従車両が増加する場合には、その増加する車両と通信を認める旨を示
す許諾シンボルを適用するものであってよい。また、追従車両が減少する場合には、その
追従をやめた車両との通信を制限する旨の許諾シンボルを適用又はその車両との通信を認
める旨の許諾シンボルを削除することが可能なものであってよい。
　なお、「燃料の残量」、「現在の位置情報」、「ブレーキ」等の情報（上述した「個人
情報」に含まれる情報）についてのメッセージシンボルを定めておき、先行車両と追従車
両とが協調している間、これらのメッセージシンボルを定期的にやり取りすることによっ
て、互いの走行の安全性をそれぞれの運転者が確認するものであってもよい。
【００７０】
　上述した自律動作装置３０によれば、ユーザ設定入力手段２１により選択された許諾情
報に基づいて、適用を許諾する許諾シンボルを決定する許諾シンボル決定手段２２と、許
諾シンボル決定手段２２により決定された許諾シンボルに基づいて、自律的な受信が認め
られている場合には外部からの情報を受信し、自律的な送信が認められている場合には外
部に向けて情報を送信する制御手段２３と、を有することによって、ユーザが事前に入力
した設定の内容に基づいて許諾シンボルを決定し、端末３１はこれに基づいて自律的に動
作することが可能になる。
　従って、他人との情報の送受信可否について、ユーザに煩雑な操作を強要することなく
合理的に設定を行うことができる。
【００７１】
　また、上記本発明の自律動作装置３０によれば、所定の緊急時には、許諾シンボルにか
かわらず、端末３１又はユーザに関する情報を受信して端末３１の動作を制御する緊急時
制御手段２４を有することによって、人の生命に関わるような重要な情報（緊急情報）に
ついては、決定した許諾シンボルに関わらず、自律的な動作を強制的に行う。
【００７２】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない限りで種々
に変更できることは勿論である。
【符号の説明】
【００７３】
１　許諾シンボルマスタ、２　ルール表示マスタ、
３　メッセージシンボルマスタ、４　決定シンボルマスタ、
５　ユーザ情報マスタ、
１１　許諾シンボル登録手段、１２　ユーザ向け質問登録手段、
１３　ルール表示登録手段、１４　メッセージシンボル登録手段、
２１　ユーザ設定入力手段、２２　許諾シンボル決定手段、
２３　制御手段、２４　緊急時制御手段、
２５　ユーザ情報登録手段、２６　表示手段、
２７　送受信手段、
３０　自律動作装置、３１　端末（車両）、
３２　送受信装置、３３　表示部
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